《記載例》　サービス産業振興事業

様式第１号

第　　　　　　号

平成２３年　月　　日

　 （あて先）

滋 賀 県 知 事　

申　請　者　　住　　所　〒520-0000
大津市京町四丁目１番１号
名　　称　株式会社　にぎわいサービス
代表者名　代表取締役　びわこ　三郎　　㊞

連絡担当者　　職名・氏名　総務課長　大津　花子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　000-000-0000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　000-000-0000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　　abc＠def.ne.jp
平成２３年度滋賀県にぎわいのまちづくり総合支援事業費補助金

（にぎわい創出推進事業）事業計画協議書

　

平成２３年度において下記のとおりにぎわい創出推進事業を計画しているので、滋賀県にぎわいのまちづくり総合支援事業費補助金交付要綱第４条の規定に基づき協議します。

記

１．事業内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	事　業　区　分
	補　助　事　業　に

要　す　る　経　費
	補　助　対　象

経　　　　　費
	補助金要望額

	サービス産業振興事業
	２，１００，０００
	２，０００，０００
	１，０００，０００


添付資料
（１）事業計画協議書（別紙１ 事業計画協議書、別紙２　経費配分書）

（２）地域商店街活性化計画（サービス産業振興事業については不要）

（３）事業実施団体の定款・規約等

（４）事業実施団体の構成員および役員の名簿
（５）事業実施団体の概要に関する説明資料
（６）商店街の範囲を示した地図
（７）商店街現況写真
（８）補助事業内容に関する補足説明資料
（９）事業実施団体の直近３期分の決算書（貸借対照表および損益計算書）（サービス産業振興事業のみ添付）
（10）推薦書（様式１１号）（サービス産業振興事業のみ添付）
別紙１
事業計画協議書

１．補助事業計画の内容等

	事業実施団体等の概要
	名　称
	株式会社　にぎわいサービス

	
	代表者
	代表取締役　びわこ　三郎

	
	所在地
	○○市○町○丁目○番○号

	事業内容等


	事業区分（　サービス産業振興事業　）

事業目的

○○商店街は空き店舗が多く、お食事処○○が平成○年に閉店して以降飲食店が全くない状況にある。また、○○商店街の食料品の小売店としては○○菓子本舗のみで、周辺住民は日常の食料品を買うには、２km離れた○○スーパーへ出向く必要がある。

本事業は、空き店舗を活用して喫茶・軽食店を経営するとともに、高齢者向けにお惣菜の宅配サービスを実施し、買い物客へ憩いの場を提供するとともに、高齢者の利便性を向上させ、○○商店街のにぎわいの回復を図るものである。

事業内容

１．企業概要

　当社は、代表者および役員が脱サラをして平成○年○月に介護サービス業を創業したものである。当初は訪問介護事業のみであったが、平成○年にデイサービス事業を開始し、現在、○○市に本社、○○町に営業所を設けている。

　今回の事業は、デイサービス業で安全・安心な食事を提供してきたノウハウを活かしたものである。

２．補助事業の内容

○○商店跡地を借り、喫茶・軽食店を経営する。

○○商店は佃煮の製造小売業を営んでいたが、後継者がなく、平成１０年に閉店している。空き店舗は、店舗部分が○○㎡、厨房部分が○○㎡であり、壁紙の張り替え等の簡易な内装工事と空調設備の設置により、２０席規模の飲食店として再生可能と見積もっている。

厨房部分は半分程度を改修し、1日あたり２００食の惣菜を製造可能とする。

配食サービスの販路については、当社の訪問介護先を足がかりとして開拓していくほか、喫茶・軽食店のメニューに加え、店内に惣菜コーナーを設け小売を一部実施し、地域密着型で販路の開拓を図っていく。



	
	実施期間

　平成２３年６月１日～平成２４年３月３１日
実施場所

　○○商店跡地（○○市○○町○丁目○番○号）
· 地図を添付

事業実施により見込まれる効果
・本事業は、商店街の周辺にお住まいの方にとって、日々のおかずが簡単に手に入る場所を提供し、また、地域コミュニティを育てる場を提供するものである。地域の消費者のニーズに対応して商品やサービスを提供し、商店街本来の機能の回復の一助となり、○○商店街のにぎわいを創出するものである。




[image: image1.emf]（単位：円）

事業

区分 目 節

県補助金 団体等負担金

 謝金

 謝金 0 0

 旅費

 専門家旅費 0 0

 視察研修旅費 0

 事業経費

 店舗改装工事費 1,050,000 1,000,000 500,000 550,000 ○○商店跡地の改装工事費用

 開発費 0 0

 店舗等賃借料 630,000 600,000 300,000 330,000 ○○商店跡地の賃借料

 会場借料 0 0

 機器借上・借損料 0 0

 資料等作成費 0 0

 原稿料 0 0

 印刷製本費 0 0

 広告宣伝費 420,000 400,000 200,000 220,000 新装開店時の新聞広告

 消耗品費 0 0

 図書購入費 0 0

 通信運搬費 0 0

 保険料 0 0

 雑役務費 0 0

 委託費

 委託費 0 0

2,100,000 2,000,000 1,000,000 1,100,000

（注）上記の事例のケースでは、事業実施団体を消費税の課税事業者とし、かつ、消費税法６０条の特定収入にかかる仕入税額控除の特例


の適用のない団体を想定して、消費税抜きの金額を基礎として補助金の額を算出しています。
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※上記は別紙２の記載例です。様式はエクセル様式をご使用ください。
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		別表２ ベッピョウ

		補　助　対　象　経　費 ホスケタイゾウキョウヒ

		事業名 ジギョウメイ		事 業 区 分 コトギョウクブン		経費の区分 ケイヒクブン		経　費　の　内　容 キョウヒナイカタチ

		にぎわい創出推進事業 ソウシュツスイシンジギョウ		一般事業
 イッパンジギョウ		謝金 シャキン		委員、講師、研究員等外部専門家（補助事業の実施主体の会員、組合員、役職員等の内部関係者を除く。）に対する謝金 イインコウシケンキュウインナドガイブセンモンカホジョジギョウジッシシュタイカイインクミアイインヤクショクインナドナイブカンケイシャノゾタイシャキン

						旅費 リョヒ		（１）委員、講師、研究員等外部専門家（補助事業者の会員、組合員、役職員等の内部関係者を除く。）に対する旅費
（２）視察研修旅費 イインコウシケンキュウインナドガイブセンモンカホジョジギョウシャカイインクミアイインヤクショクインナドナイブカンケイシャノゾタイリョヒシサツケンシュウリョヒ

						事業経費 ジギョウケイヒ		店舗改装工事費（店舗と一体的な設備を取得する経費を含む）、開発費、賃借料、会場借料、機器借上・借損料、会議費、資料等作成費、原稿料、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費、資料購入費、通信運搬費（プロパイダ契約使用料、回線使用料を含む。）、保険料、雑役務費、その他知事が必要と認める経費 カイハツヒシリョウゲンコウリョウインサツセイホンヒシリョウホケンリョウ

						委託費 イタクヒ		専門的知識・技術を要する事業部分に限る。

				連携・協働促進事業 レンケイキョウドウソクシンジギョウ		謝金 シャキン		委員、講師、研究員等外部専門家（補助事業の実施主体の会員、組合員、役職員等の内部関係者を除く。）に対する謝金 イインコウシケンキュウインナドガイブセンモンカホジョジギョウジッシシュタイカイインクミアイインヤクショクインナドナイブカンケイシャノゾタイシャキン

						旅費 リョヒ		委員、講師、研究員等外部専門家（補助事業者の会員、組合員、役職員等の内部関係者を除く。）に対する旅費

						事業経費 ジギョウケイヒ		店舗改装工事費（店舗と一体的な設備を取得する経費を含む）、開発費、賃借料、会場借料、機器借上・借損料、会議費、資料等作成費、原稿料、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費、資料購入費、通信運搬費（プロパイダ契約使用料、回線使用料を含む。）、保険料、雑役務費、その他知事が必要と認める経費 カイハツヒシリョウゲンコウリョウインサツセイホンヒシリョウホケンリョウ

						委託費 イタクヒ		専門的知識・技術を要する事業部分に限る。

				サービス産業振興事業 サンギョウシンコウジギョウ		事業経費 ジギョウケイヒ		賃借料、店舗改装工事費（店舗と一体的な設備を取得する経費を含む）、広告宣伝費、その他知事が必要と認める経費
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				別紙２ ベッシ

				経　費　配　分　書 キョウヒクバブンショ

																				（単位：円）

				事業名 ジギョウメイ		事業 ジギョウ		補助対象経費の区分 ホジョタイショウケイヒクブン				補助事業に
要する経費 ホジョジギョウヨウケイヒ		補助対象
となる経費 ホジョタイショウケイヒ		負担区分 フタンクブン				備　考 ソナエコウ

						区分 クブン		目		節						県補助金 ケンホジョキン		団体等負担金

				にぎわい創出推進事業 ソウシュツスイシンジギョウ		サービス産業振興事業 サンギョウシンコウジギョウ		謝金 シャキン		謝金						0		0

								旅費 リョヒ		専門家旅費 センモンカリョヒ						0		0

										視察研修旅費 シサツケンシュウリョヒ								0

								事業経費 コトギョウキョウヒ		店舗改装工事費 テンポカイソウコウジヒ		1,050,000		1,000,000		500,000		550,000		○○商店跡地の改装工事費用 ショウテンアトチカイソウコウジヒヨウ

										開発費 カイハツヒ						0		0

										店舗等賃借料 テンポトウ		630,000		600,000		300,000		330,000		○○商店跡地の賃借料 ショウテンアトチチンシャクリョウ

										会場借料						0		0

										機器借上・借損料 キキシャクジョウシャクソンリョウ						0		0

										資料等作成費 シリョウトウサクセイヒ						0		0

										原稿料 ゲンコウリョウ						0		0

										印刷製本費 インサツセイホンヒ						0		0

										広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		420,000		400,000		200,000		220,000		新装開店時の新聞広告 シンソウカイテンジシンブンコウコク

										消耗品費 ショウモウヒンヒ						0		0

										図書購入費 トショコウニュウヒ						0		0

										通信運搬費						0		0

										保険料 ホケンリョウ						0		0

										雑役務費 ザツエキムヒ						0		0

								委託費 イタクヒ		委託費 イタクヒ						0		0

				合　　計 ゴウケイ								2,100,000		2,000,000		1,000,000		1,100,000

				（注）上記の事例のケースでは、事業実施団体を消費税の課税事業者とし、かつ、消費税法６０条の特定収入にかかる仕入税額控除の特例 チュウジョウキジレイジギョウジッシダンタイショウヒゼイカゼイジギョウシャショウヒゼイホウジョウトクテイシュウニュウシイゼイガクコウジョトクレイ

						の適用のない団体を想定して、消費税抜きの金額を基礎として補助金の額を算出しています。






